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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第54期
第３四半期
累計期間

第55期
第３四半期
累計期間

第54期

会計期間
自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日

自　平成24年３月１日
至　平成24年11月30日

自　平成23年３月１日
至　平成24年２月29日

売上高 （千円） 2,525,271 2,510,467 3,686,168

経常利益又は経常損失（△） （千円） △69,103 △24,669 237,602

四半期純損失（△）又は当期純利

益
（千円） △46,840 △16,579 62,257

持分法を適用した

場合の投資利益
（千円） － － －

資本金 （千円） 990,750 990,750 990,750

発行済株式総数 （株） 6,935,761 6,935,761 6,935,761

純資産額 （千円） 3,591,425 3,607,838 3,700,067

総資産額 （千円） 7,962,020 7,761,827 7,804,399

１株当たり四半期純損失（△）又

は当期純利益
（円） △7.46 △2.64 9.91

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 12.00

自己資本比率 （％） 45.1 46.5 47.4

　

回次
第54期
第３四半期
会計期間

第55期
第３四半期
会計期間

会計期間
自　平成23年９月１日
至　平成23年11月30日

自　平成24年９月１日
至　平成24年11月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △3.01 △1.31

（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」に

ついては記載しておりません。

３　当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

４　第54期及び第55期第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、１株当たり四半期純損

失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。また第54期の潜在株式調整後１株当たり当

期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者

の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリス

ク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

①経営成績の分析

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、震災復興関連の需要の高まりを背景として、緩やかな回復の兆し

が見られたものの、欧州債務危機の深刻化や新興国の成長力鈍化、日中関係の悪化、さらに国内においては円高の長

期化、電力供給の不安定さも加わり、依然として不透明感を払拭できない状況のまま推移いたしました。

このような環境下において当社は、夏季講習以降やや回復基調となった動員力は９月以降も堅調さを持続し、継

続的に好調であったキッズくらぶ、個別指導に加え、小学部及び中学部の通常コースの生徒数も前年を回復いたし

ましたが、高等部においては、前年実績を回復できないまま推移いたしました。

　この結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,510百万円（前年同期比0.6％減）となり、利益面では引き続き人件

費をはじめ全体的な経費削減を推し進めたことにより、営業損失は28百万円（前年同四半期の営業損失69百万

円）、経常損失は24百万円（前年同四半期の経常損失69百万円）、四半期純損失は16百万円（前年同四半期の四半

期純損失46百万円）となりました。

　

②財政状態の分析

　当第３四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ42百万円減少して7,761百万円となりました。流動資

産は前事業年度末に比べ33百万円増加して430百万円、固定資産は前事業年度末に比べ76百万円減少して7,331百万

円となりました。

　流動資産増加の主な要因は、現金及び預金が増加したことによるものであります。

　固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の減価償却によるものであります。

　当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ49百万円増加して4,153百万円となりました。流動負

債は前事業年度末に比べ20百万円増加して1,801百万円、固定負債は前事業年度末に比べ29百万円増加して2,352百

万円となりました。

　流動負債増加の主な要因は、未払法人税等が113百万円減少したものの、前受金が127百万円増加したことによるも

のであります。

　固定負債増加の主な要因は、退職給付引当金の増加によるものであります。

　当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ92百万円減少して3,607百万円となりました。

　主な要因は、配当金の支払い及び四半期純損失による利益剰余金の減少によるものであります。　　

　

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　

(3）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 15,000,000

計 15,000,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年11月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年１月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 6,935,761 6,935,761

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式

であり単元株式数は1,000

株であります。

計 6,935,761 6,935,761 － －

　

　

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成24年９月１日～

平成24年11月30日
－ 6,935,761－ 990,750－ 971,690

　

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

　 平成24年８月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　 　656,000
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 　6,226,000 6,226 －

単元未満株式 普通株式　　　　53,761 － 一単元（1,000株）未満の株式

発行済株式総数 6,935,761 － －

総株主の議決権 － 6,226 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式2,000株（議決権２個）が含

まれております。

２「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式980株が含まれております。

　

②【自己株式等】

　 平成24年８月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社 昴
鹿児島市加治屋町９番１号 656,000－ 656,000 9.45

計 － 656,000－ 656,000 9.45

　

　

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。　
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成24年９月１日から平成24年

11月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成24年３月１日から平成24年11月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、監査法人かごしま会計プロフェッションによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 227,854 294,757

営業未収入金 3,596 3,873

教材 54,582 24,101

貯蔵品 4,237 2,006

繰延税金資産 75,278 76,586

その他 31,818 29,832

貸倒引当金 △800 △800

流動資産合計 396,567 430,359

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,447,191 2,369,451

土地 4,044,817 4,041,823

その他（純額） 107,483 107,213

有形固定資産合計 6,599,492 6,518,488

無形固定資産 46,655 50,243

投資その他の資産

繰延税金資産 232,646 246,295

投資不動産（純額） 253,394 252,743

その他 275,643 263,696

投資その他の資産合計 761,684 762,736

固定資産合計 7,407,832 7,331,468

資産合計 7,804,399 7,761,827

負債の部

流動負債

買掛金 63,560 7,505

短期借入金 350,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 815,512 779,212

未払金 89,514 167,738

未払法人税等 119,764 6,272

前受金 115,738 243,258

賞与引当金 59,677 22,110

ポイント引当金 25,593 38,304

資産除去債務 3,239 4,744

その他 138,082 132,150

流動負債合計 1,780,681 1,801,296

固定負債

長期借入金 1,574,181 1,573,272

退職給付引当金 565,423 592,498

長期未払金 139,092 139,092

その他 44,953 47,829

固定負債合計 2,323,650 2,352,692

負債合計 4,104,332 4,153,989
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年２月29日)

当第３四半期会計期間
(平成24年11月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 990,750 990,750

資本剰余金 971,690 971,690

利益剰余金 2,113,420 2,021,486

自己株式 △376,346 △376,624

株主資本合計 3,699,514 3,607,302

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 553 535

評価・換算差額等合計 553 535

純資産合計 3,700,067 3,607,838

負債純資産合計 7,804,399 7,761,827
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成23年３月１日
　至　平成23年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成24年３月１日
　至　平成24年11月30日)

売上高 2,525,271 2,510,467

売上原価 2,172,312 2,137,453

売上総利益 352,958 373,014

販売費及び一般管理費 422,795 401,928

営業損失（△） △69,836 △28,914

営業外収益

受取利息 700 589

受取配当金 365 392

受取家賃 8,778 9,199

受取手数料 10,317 10,582

その他 3,143 1,859

営業外収益合計 23,306 22,623

営業外費用

支払利息 19,444 14,796

その他 3,129 3,582

営業外費用合計 22,573 18,379

経常損失（△） △69,103 △24,669

特別利益

固定資産売却益 775 6,332

特別利益合計 775 6,332

特別損失

固定資産除却損 492 1,287

特別損失合計 492 1,287

税引前四半期純損失（△） △68,821 △19,624

法人税、住民税及び事業税 12,236 11,901

法人税等調整額 △34,217 △14,947

法人税等合計 △21,980 △3,045

四半期純損失（△） △46,840 △16,579
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【会計方針の変更等】

当第３四半期累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年11月30日）

（減価償却方法の変更）

　当社は、第１四半期会計期間から、法人税法の改正（経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税

法等の一部を改正する法律（平成23年法律第114号）及び法人税法施行令の一部を改正する政令（平成23年政令第379

号））に伴い、平成24年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変

更しております。

　これによる損益への影響は軽微であります。

　

　

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第３四半期累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

　該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自  平成24年３月１日
至  平成24年11月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。

  

　

【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計

期間に係る減価償却費（無形固定資産等に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

  
前第３四半期累計期間
（自  平成23年３月１日
至  平成23年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自  平成24年３月１日
至  平成24年11月30日）

減価償却費 113,224千円　 113,838千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年11月30日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年５月25日

定時株主総会
普通株式 75,373 12平成23年２月28日平成23年５月26日利益剰余金

　
(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年５月24日

定時株主総会
普通株式 75,354 12平成24年２月29日平成24年５月25日利益剰余金

　
(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

　

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

　

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期累計期間（自　平成23年３月１日　至　平成23年11月30日）

当社は、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

当第３四半期累計期間（自　平成24年３月１日　至　平成24年11月30日）

当社は、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。　
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間
（自　平成23年３月１日
至　平成23年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成24年３月１日
至　平成24年11月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △7円46銭 △2円64銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △46,840 △16,579

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △46,840 △16,579

普通株式の期中平均株式数（千株） 6,280 6,279

 （注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

  

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

　

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

　 

EDINET提出書類

株式会社昴(E04941)

四半期報告書

13/14



 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

　 平成25年１月９日

株式会社昴

　 取締役会　御中 　

　 

　 監査法人　かごしま会計プロフェッション 　

　 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 田　　畑　　恒　　春　　㊞

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 西　　　　　洋　　一　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい
る株式会社昴の平成２４年３月１日から平成２５年２月２８日までの第５５期事業年度の第３四半期会
計期間（平成２４年９月１日から平成２４年１１月３０日まで）及び第３四半期累計期間（平成２４年
３月１日から平成２４年１１月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半
期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四
半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社昴の平成２４年１１月３０日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
　

以　上
　
　
（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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